
【システム施行】 

保  体  号  外  

令和６年１０月８日  

 

 各県立学校長 殿 

 

 

                             保健体育安全課長 

                                                      （公  印  省  略） 

 

 

学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当たって留意すべき  

事項について（通知）  

 

 このことについて、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課から

情報提供がありましたので、承知願います。  

また、下記の事項に留意しつつ、改めて、これまでの通知や事務連絡等を参考に、適正

かつ効果的な健康診断の実施に取り組んでいただくようお願いします。 

 

記 

【特に留意すべき事項】 

１ 健康診断は、学校における保健管理の中核に位置し、教育活動として実施されると

いう一面も持っていることから、各学校においては、学校長の指導の下、学校保健計

画に位置付け、教職員が連携して取組むこと。 

 

２ 本通知に添付したリーフレットも活用し、学校医と健康診断の意義や学校医の役割

等について共通理解を図り、適切に実施すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

担  当：学校保健給食班  松村・沖 

T E L：０２２－２１１－３６６６ 

F A X：０２２－２１１－３７９６ 

e-mail：hokenah@pref.miyagi.lg.jp 



【電子メール施行】 

保  体  号  外  

令和６年１０月８日  

 

 

 各市町村教育委員会学校保健主管課長 殿 

 

 

                       宮城県教育庁保健体育安全課長 

                                          （公  印  省  略） 

 

 

学校保健安全法に基づく児童生徒等の健康診断の実施に当たって留意すべき  

事項について（通知）  

 

 本県の健康教育の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、標記のことについて、別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食

育課から通知がありましたので、下記の事項に留意しつつ、改めて、これまでの通知や事

務連絡等を参考に、適正かつ効果的な健康診断の実施に取り組んでいただきますよう、貴

管内の学校等に周知願います。 

 

記 

【特に留意すべき事項】 

１ 設置者においては、必要に応じて各地域における医師会、歯科医師会、薬剤師会と

連携をするなど、各学校の学校医等の確保に努め、健康診断を含む保健管理が滞りな

く行われるよう適切に対応すること。 

 

２ 健康診断は、学校における保健管理の中核に位置し、教育活動として実施されると

いう一面も持っていることから、各学校においては、学校長の指導の下、学校保健計

画に位置付け、教職員が連携して取り組むこと。 

 

３ 本通知に添付したリーフレットも活用し、学校医と健康診断の意義や学校医の役割

等について共通理解を図り、適切に実施すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

担  当：学校保健給食班  松村・沖 

T E L：０２２－２１１－３６６６ 

F A X：０２２－２１１－３７９６ 

e-mail：hokenah@pref.miyagi.lg.jp 
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